
 

 

 

鹿 市 医 第 ２ ２ 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 ９ 日 

鹿児島市予防接種事業受託 

医療施設長  様   

鹿 児 島 市 医 師 会  

 会長 上ノ町 仁 

 

 

令和６年度の定期予防接種等事業について（お知らせ） 

 

かねてから、本会の保健事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 さて、標記の件について、別紙のとおり鹿児島市感染症対策課長から周

知依頼がございました。 

つきましては、別紙をご確認のうえ、ご対応いただきますようお願い申

し上げます。 

 

 

 

 



   事 務 連 絡 

                           令 和 ６ 年 ４ 月 ５ 日 

 

予防接種委託医療機関の長 様 

 

鹿児島市感染症対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和６年度の定期予防接種について（再周知） 

 

 時下、貴院におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、定期予防接種において、令和６年度で例年から大きく変更する点があるため、事前に

情報提供させていただいておりましたが、厚生労働省より正式に通知がきましたので、情報共

有いたします。 

内容は下記のとおりですので、ご確認いただき、貴院の予防接種関係者の皆様への周知方よ

ろしくお願い申し上げます。 

特に、こどもの予防接種受託医療機関の皆様につきましては、３月下旬に送付した子どもの

定期予防接種 実施上の留意事項の、「参考３ ５種混合・ＰＣＶ１５について」の「２．小

児用肺炎球菌１３価ワクチンとの交互接種の取扱い」の内容について、通知内容と変更点があ

るため、今回添付している資料に差替えをお願いいたします。 

 また、ＨＰＶワクチンについて、接種間隔を誤って接種する等間違いを防ぐ観点から、他の

予防接種と同様、母子健康手帳など接種記録を十分に確認したうえで接種を行っていただきま

すようお願いいたします。 

 

記 

 

１ ５種混合ワクチンの定期接種化 

(1)現行の「４種混合ワクチン」に「ヒブワクチン」を混合した「５種混合ワクチン」が 

令和６年４月１日から定期接種として追加。 

(2)接種対象者は現在の４種混合と同様の「生後２月から生後９０月（７歳６か月）に至る 

までの間の者」。 

(3)接種方法は、皮下または筋肉内注射が可能。（４種混合は現行どおり皮下接種のみ） 

(4)４月以降定期接種で使用するワクチンは「５種混合ワクチン」を基本とするが、当面の

間は４種混合ワクチン及びヒブワクチンも使用可能。 

(5)５種混合ワクチン、４種混合ワクチンにおいて使用するワクチンを選択することが可能

な場合であっても、原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種すること。ただし、

市町村長が、この方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、

以下のいずれかの方法又はこれに準ずる方法により接種を実施して差し支えないことと

する。 

ア 初回接種の１回目に４種混合ワクチン及びヒブワクチンを接種した者であって初回接

種の２回目又は３回目を接種していない者が、前回の注射から20 日以上の間隔をおい

て５種混合ワクチンを２回接種し、同ワクチンにより追加接種として初回接種終了後６

月以上、標準的には６月から18 月までの間隔をおいて１回接種する方法。 

イ  初回接種の１回目及び２回目に４種混合ワクチン及びヒブワクチンを接種した者であ

って初回接種の３回目を接種していない者が、前回の注射から20 日以上の間隔をおい

て５種混合ワクチンを１回接種し、同ワクチンにより追加接種として初回接種終了後６



月以上、標準的には６月から18 月までの間隔をおいて１回接種する方法。 

ウ ４種混合ワクチンを接種した者であって初回接種を完了した者が、５種混合ワクチン

を初回接種終了後６月以上、標準的には６月から18 月までの間隔をおいて１回接種す

る方法。 

(6)予診票について、５種混合ワクチンを接種する際、保護者が５種混合の予診票を所持し

ていない場合は、４種混合の予診票を使用してください。なお、予診票の記入について

は、別紙の記入例をご確認いただいたうえでご対応ください。また、接種するワクチン

は５種混合か４種混合どちらか保護者に確認を行ったうえで接種してください。 

(7)５種混合ワクチンを接種する際、母子健康手帳の記載については、４種混合及びヒブ両

方の欄に記録するようにしてください。詳細は別紙の記入例をご確認ください。 

 

２ ヒブワクチンに係る定期予防接種の接種対象者は従来通りの扱い（生後２月から生後 60

月のまま変更なし） 

５種混合ワクチンの導入に伴い、ヒブワクチンの接種対象年齢を「生後２月から生後 60

月」から「生後２月から生後 90 月」に拡大する見込みとしておりましたが、ヒブ単体ワク

チンについては、従来通り「生後２月から生後６０月」のまま変更はありませんので、ご了

承ください。 

 

３ 『小児用肺炎球菌１５価ワクチン（バクニュバンス）』の定期接種化 

(1)現行の小児用肺炎球菌ワクチンとして使用されている「１３価プレベナー」に加え、

「１５価ワクチン（バクニュバンス）」が令和６年４月１日から定期接種に追加。 

(2)対象者、接種間隔、接種回数、接種量は現行の１３価ワクチンと変更はないが、接種方

法で新たに１５価ワクチンのみ「筋肉内注射」が可能。 

(3)４月以降定期接種で使用するワクチンは、原則として１５価ワクチンを基本とすること

とするが、当面の間、１３価ワクチンも使用できること。また、１３価ワクチンを使用

して１回目、２回目又は３回目までの接種を終了した者の接種について、残りの接種を

１５価ワクチンを用いて行うことができること。 

(4)予診票については、既存のものを使用できますが、筋肉内注射を行う場合、記入の仕方 

は、別紙の記入例をご確認ください。 

 

４ 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の経過措置終了に伴う対象者変更 

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の経過措置終了に伴い、対象者が６５歳の者（または 

６０～６４歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する方等（内部障害１級相当））の

み）となり、対象者への通知時期については、誕生日月の下旬になります。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施に係る令和６年４月以降

の対応は終了 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い規定の接種時期に定期接種を行うことができず

接種を延期されていた方が、規定の接種時期ではない時期に接種を行った場合についても、

特例として定期接種の取扱いをしておりましたが、令和６年４月以降、新たに、新型コロナ

ウイルス感染症に起因する事情により対象期間内に接種できなかった方は、特例の対象とは

なりませんのでご留意ください。 

 【問合せ先】 

〒892-8677 鹿児島市山下町 11-1 

鹿児島市感染症対策課 担当：上平・名越・内野・図師 

TEL）099-803-7023 FAX）099-803-7026 

 



 

 

５種混合ワクチンついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.５種混合ワクチンの定期接種化について 

(1) HPV ワクチンは現行の「４種混合ワクチン」に「ヒブワクチン」を混合した「５種混合ワクチン」が令和６年４月

１日から定期接種となります。 

(2) 接種対象者は現行の４種混合と同様の「生後２月から生後９０月（７歳６か月）に至るまでの間の者」となりま

す。 

(3) 接種方法は、皮下または筋肉内注射が可能となります。（４種混合は現行どおり皮下接種のみ） 

(4) ４月以降定期接種で使用するワクチンは「５種混合ワクチン」を基本とするが、当面の間は４種混合ワクチン及び

ヒブワクチンも使用可能です。 

 

２.４種混合ワクチン及び５種混合ワクチンの「クイントバックⓇ」と「ゴービック」との交互接種の取扱いに

ついて 

（１）４混及びHibワクチンと５混ワクチンについては、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することとして

いますが、原則的な方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には交互接種が可能です。（５

種混合ワクチンの「クイントバックⓇ」と「ゴービック」の交互接種についても同様です。）ただ、交互接種につい

ては、科学的知見が十分あるわけではなく、接種スケジュールも複雑化するので、標準的方法を網羅的に示すこと

はできませんが、国の審議会での議論等を踏まえ、例えば以下のいずれかの方法又はこれに準ずる方法により接種

を実施して差し支えないとされています。 

 

ア ４混及びHibを初回接種として１回実施→５混を初回接種として２回接種した後、追加接種として１回接種。 

イ ４混及びHibを初回接種として２回実施→５混を初回接種として１回接種した後、追加接種として１回接種。 

ウ ４混及びHibを初回接種として３回実施→５混を追加接種として１回接種。 

 

（２）４混及びHibワクチンの接種回数が異なる場合については、４混ワクチン及びHibワクチンに含まれる各成分につ

いて、添付文書に定められる接種回数以上の回数接種した場合の科学的知見が明らかになっていないことから、成

分毎に必要な回数が充足し、かつ過剰とならないよう接種してください。 

【接種方法の一例】 

・初回接種で４混を２回、Hibを１回実施 

→初回接種として５混を１回、Hibを１回接種。追加接種として５混を１回接種 

・初回接種で４混を３回、Hibを１回接種→Hibは２回接種。追加接種として５混を１回接種 

 

※ なお、接種間隔については、後から接種するワクチンから見て、前の接種との間隔が添付文書の通りとなるよう、

必要な間隔を確保してください。 

 

３.予診票の記載について 

(１)予診票について、５種混合ワクチンを接種する際、保護者が５種混合の予診票を所持していない場合は、４種混合の

予診票を使用してください。なお、予診票の記入については、別紙の記入例をご確認いただいたうえでご対応くださ

い。また、接種するワクチンは５種混合か４種混合どちらか保護者に確認を行ったうえで接種してください。 

(２)５種混合ワクチンを接種する際、母子健康手帳の記載については、４種混合及びヒブ両方の欄に記録するようにして

ください。詳細は別紙の記入例をご確認ください。 

 

 

 

参考３ 



 

 

小児用肺炎球菌１５価ワクチンついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予診票及び母子健康手帳の記入例については、次ページを参照 

 

１.小児用肺炎球菌１５価ワクチンの定期接種化について 

(1) 現在使用されている小児用肺炎球菌１３価ワクチンが対象とする血清型に新たに２つの血清型を加えた、小児用肺

炎球菌１５価ワクチンが令和６年４月１日から定期接種となります。 

(2) 対象者、接種間隔、接種回数、接種量は現行の１３価ワクチンと変更がない予定ですが、接種方法で新たに１５価

ワクチンのみ「筋肉内注射」が可能となります。 

(3) ４月以降定期接種で使用するワクチンは１５価ワクチンを基本とすることとなるが、当面の間は既存の１３価ワク

チンも使用可能です。 

 

２.小児用肺炎球菌１３価ワクチンとの交互接種の取扱いについて 

１３価ワクチンを使用して１回目、２回目又は３回目までの接種を終了した者の接種について、残りの接種を１５価

ワクチンを用いて行うことができます。 

 

３.予診票の記載について 

予診票については、既存のものを使用できますが、筋肉内注射を行う場合、記入の仕方は、別紙の記入例をご確認く

ださい。 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪予診票の記入例≫ 

５種混合を接種する場合のみ、「筋肉内接種」をする

場合は、余白に「○キ」と記入してください。 

○キ  

１５価ワクチン（バクニュバンス）を接種する場合

のみ、「筋肉内接種」をする場合は、余白に「○キ」

と記入してください。 

（５種混合） 

（小児用肺炎球菌） 

５ 

「４」に二重線を引き、余白に「５」と記入して

ください。

○キ  

１５価ワクチン（バクニュバンス）を接種する場合

のみ、「筋肉内接種」をする場合は、「筋肉内」に〇

をつけてください。 

「筋肉内」の文言有の場合 「筋肉内」の文言無の場合 

＝ 

 裏面もご確認ください 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪５種混合ワクチン接種時の母子健康手帳の記入例≫ 
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